
■教育委員会事務局生涯学習室

住
民
の
皆
さ
ま
が
講
師
と
な

り
、
受
講
生
と
一
緒
に
運
営
す
る

講
座
「
よ
し
お
か
手
作
り
講
座
」

の
講
師
を
募
集
し
ま
す
。
ジ
ャ
ン

ル
は
問
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
も

っ
て
い
る
知
識
や
特
技
を
活
か
し

て
、
講
座
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん

か
？

▼
講
師
対
象

町
内
ま
た
は
近
隣

に
在
住
・
在
勤
の
人
（
免
許
・
資

格
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

▼
講
座
の
内
容

ジ
ャ
ン
ル
は
問

い
ま
せ
ん
（
た
だ
し
原
則
と
し
て

生
涯
学
習
に
関
す
る
内
容
と
し
、

特
定
の
政
党
・
宗
教
・
企
業
な
ど

の
営
利
に
関
わ
る
も
の
や
、
営
業

に
よ
る
塾
・
教
室
な
ど
へ
の
生
徒

勧
誘
を
目
的
と
し
た
講
座
は
対
象

外
と
し
ま
す
。）

▼
講
座
の
運
営

講
師
と
受
講
生

で
行
い
ま
す
。

▼
指
導
料

受
講
生
参
加
費
が
講

師
指
導
料
に
な
り
ま
す
。（
受
講

者
の
参
加
費
は
各
講
座
開
催
回
数

に
関
係
な
く
、１
講
座
に
つ
き
１，

０
０
０
円
と
し
ま
す
。）

▼
企
画
内
容

様
式
は
自
由
で
す

が
、
次
の
内
容
を
必
ず
明
記
し
て

く
だ
さ
い
。（
必
要
な
人
は
教
育

委
員
会
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

①
講
座
名
②
講
座
内
容
③
受
講
対

象
者
お
よ
び
募
集
人
数
④
受
講
者

負
担
金
（
材
料
費
な
ど
）
⑤
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
（
開
催
回
数
・
希
望
日

時
【
７
月
〜
平
成
22
年
３
月
ま
で

の
間
】）

※
な
お
、
１
教
室
は

お
お
む
ね
２
時
間
程
度
　
回
数
に

制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
⑥
開
催
希

望
会
場
⑦
講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

（
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
職

業
、
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
）

▼
申
込
期
限

４
月
10
日
（
金
）

▼
申
込
・
問
合
せ
先

教
育
委
員

会
事
務
局
生
涯
学
習
室

〒
３
７
０
―
３
６
９
２

吉
岡
町
下
野
田
５
６
０

54
・
３
１
１
１（
内
線
５
９
６
）

55
・
５
９
３
３

９ 2009.３

▼
期
日

３
月
15
日
（
日
）

▼
時
間

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

▼
会
場

群
馬
県
庁
（
前
橋
市
大

手
町
１
丁
目
１
‐
１
）

２
８
１
、
２
９
１
会
議
室

▼
対
象

県
内
の
臨
床
研
修
を
希

望
す
る
医
学
生

▼
参
加
費

無
料

▼
申
込
方
法

電
話
・
フ
ァ
ッ
ク

ス
・
メ
ー
ル

▼
申
込
・
問
合
せ
先

県
庁
医
務
課
医
師
確
保
対
策
室

０
２
７
・
２
２
６
・
２
５
４
０

０
２
７
・
２
２
３
・
０
５
３
１

im
u
ka@

p
ref.gu

n
m
a.jp

「
群
馬
県
臨
床
研
修

合
同
ガ
イ
ダ
ン
ス

２
０
０
９
春
」開
催

県
内
の
す
べ
て
の
臨
床

研
修
病
院
が
参
加
し
た
合

同
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
開
催
し

ま
す
。医
学
生
の
人
に
は
、

先
輩
研
修
医
の
体
験
談
な

ど
を
直
接
聞
く
こ
と
が
で

き
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

お
知
ら
せ�

■児童館�■児童館�

17日（火）�

18日（水）�

３月� 午前  10:30～�

午後   ４:00～�

２、３歳児あつまれ！�

みんなでつくろう！�

■開館時間�
月～金曜日　午前10時～午後５時�
土曜日　　　午前10時～午後３時�

★英語あそび　午前 10時30分～　金曜日午前�

　３月６日（金）・13日（金）�

★えくぼクラブ　午前 10時30分～�

　３月６日（金）　お別れ会�
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春
休
み
特
別
企
画

「
法
務
局
見
学
会
」

法
務
局
で
は
、
小
学
校(

５
、
６

年
生)

・
中
学
校
や
高
校
の
児
童
・

生
徒
の
皆
さ
ん
に
、
身
近
に
あ
る

法
務
局
が
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し

て
い
る
の
か
を
知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
、
春
休
み
期
間
中
、
次
の
通

り
職
場
見
学
会
を
開
催
し
ま
す
。

社
会
見
学
、
総
合
学
習
の
一
環

と
し
て
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
高
校
生
を
対
象
と
し
た
職
場
見

学
会
】

▼
期
日

３
月
27
日(

金)

【
小
学
生(

５
、
６
年
生)

・
中
学

生
を
対
象
と
し
た
職
場
見
学
会
】

▼
期
日

３
月
30
日(

月)

共
通
事
項

▼
時
間

午
前
10
時
〜
正
午

午
後
１
時
〜
３
時

▼
申
込
期
日

３
月
19
日(

木)

▼
申
込
・
問
合
せ
先

前
橋
地
方
法
務
局(

担
当
深
代)

０
２
７
・
２
２
１
・
４
４
６
６

べ
ま
す
。
被
告
人
か
ら
も
話
を
聞

き
ま
す(

証
拠
の
取
調
べ)

。

弁
論
手
続

弁
論
手
続
で
は
、
検
察
官
が
事

件
に
つ
い
て
の
意
見
と
、
被
告
人

に
与
え
る
べ
き
と
考
え
る
刑
を
述

べ(

論
告
・
求
刑)

、
最
後
に
弁
護

人
や
被
告
人
が
事
件
に
つ
い
て
の

意
見
を
述
べ
ま
す
（
弁
論
・
最
終

陳
述
）。

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
の
情
報

は
、
裁
判
員
制
度
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

(h
ttp
://w
w
w
.saib

an
in
.co
u
rt

s.go
.jp
/)

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

前
橋
地
方
裁
判
所

総
務
課
庶
務
係

０
２
７
・
２
３
１
・
４
２
７
５

(

内
線
５
１
２)

裁
判
員
制
度
の
本
格
施

行
を
控
え
て

〜
裁
判
員
裁
判
の
審
理
に
つ

い
て
〜

冒
頭
手
続

裁
判
長
が
被
告
人
の
氏
名
な
ど

を
確
認
し(

人
定
質
問)

、
検
察
官

が
起
訴
状
を
朗
読
し
ま
す
（
起
訴

状
朗
読
）。

次
に
裁
判
長
が
、
被
告
人
に
話

し
た
く
な
い
こ
と
は
話
さ
な
く
て

も
い
い
こ
と
な
ど
を
説
明
し
（
黙

秘
権
等
の
告
知
）、
被
告
人
・
弁

護
人
が
起
訴
状
に
書
か
れ
て
い
る

事
実
に
つ
い
て
言
い
分
を
述
べ
ま

す(

罪
状
認
否)
。

証
拠
調
べ
手
続

検
察
官
が
、
証
拠
に
よ
っ
て
証

明
し
よ
う
と
す
る
具
体
的
な
事
実

関
係
を
主
張
し
、
弁
護
人
も
被
告

人
の
立
場
か
ら
具
体
的
な
事
実
関

係
を
主
張
し
ま
す(

検
察
官
・
弁

護
人
の
冒
頭
陳
述)

。

次
に
、
事
件
に
関
係
す
る
証
拠

物
や
証
拠
書
類
、
証
人
を
取
り
調

警察では、このようなナイフの引き取りを行っています。�

銃刀法が改正され、平成21年１月５日からダガーナイフなどの諸刃のナイフは所持が禁止にな
りました。
既に所持している人は、平成21年７月４日までに、最寄りの警察署に提出するなどの措置をお

願いします。それ以降も所持を続けると、不法所持になりますので注意してください。

●銃刀法改正 新たに規制の対象となる刃物は次のとおりです。
刃渡り5.5cm以上15cm未満の柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物
で先端部が著しく鋭いもの。

問合せ先 渋川警察署 23-0110 吉岡町交番 54-2301


